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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年７月１５日 １２時４０分ごろ 

発生場所 山口県大 畠
おおばたけ

瀬戸西口 周防大島町戒善寺礁
かいぜんじしょう

の離 岩
はなれいわ

付近  

大磯
おおいそ

灯台から真方位３３０°１３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３２°１０.６′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 宝珠
ほうじゅ

、４９８トン 

 １４０６０４、株式会社ナカニシマリン 

 ７６.２０ｍ×１２.５０ｍ×６.８７ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１９年９月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４４年１２月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年７月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷及び凹損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗り組み、機械製品約５０１ｔを積載し、船首

約２.６０ｍ、船尾約４.６０ｍの喫水で、単独で船橋当直中の船長が手動

操舵につき、山口県岩国市岩国港に向けて航行した。 

船長は、大畠瀬戸を東進した際、北方位標識である戒善寺礁灯浮標（以

下「本件灯浮標」という。）を航路の中央を示す標識（安全水域標識）と思

い、本件灯浮標を左舷に見て、その南方至近を航行したことがこれまでに

１回あり、また、本件灯浮標の南方の水深が浅くなっていることは知って

いたものの、本船が航行できないほど浅くはないと思っていたことから、

今回も本件灯浮標を左舷に見て航行することにした。 

本事故時、本船には、海図Ｗ１１０８（安芸灘及び広島湾）が備え付け

られており、本件灯浮標の南方が青色で表示されて水深が１０ｍ以下とな

っていることが示されていた。 

船長は、大畠航路第３号灯浮標を左舷に見て通過したころ、船首方１.５

海里付近の本件灯浮標付近に漁船１隻及び同船の南方約２００ｍに他の漁

船１隻を視認したので、両漁船の間を航行しようと思い、針路を約０７

４°（真方位）として約１１.０ノット（kn）の対地速力で航行した。 
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船長は、山口県周防
すおう

大島
おおしま

町笠
かさ

佐
さ

島北方沖を大畠瀬戸西口に向けて東進

し、左舷側に本件灯浮標及び漁船１隻、右舷側に漁船１隻を見て両漁船の

間を通過した直後、平成２２年７月１５日１２時４０分ごろ、戒善寺礁の

離岩付近に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約２.４ｍ、潮流 西流約

２.３kn 

 その他の事項 海上保安庁刊行の海図Ｗ１５２（大畠瀬戸）及び灯台表によれば、大畠

瀬戸の西口には、標識の北側に可航水域があることを示す北方位標識の本

件灯浮標とその南東方３３０ｍ付近に大磯灯台が設置され、両標識の間に

は、戒善寺礁と称する浅礁域が広がっており、両標識の中間付近に離岩

（暗岩）が存在している。 

本船には、大畠瀬戸付近の海図として海図Ｗ１１０８が備え付けられて

おり、同海図には、本件灯浮標の南方が青色で表示されて水深が浅くなっ

ていることが示されていたが、小縮尺の海図であるので詳細な水深が記載

されていなかった。 

大畠瀬戸では、海上交通安全法第２５条第１項に基づく大畠瀬戸におけ

る経路の指定に関する告示（昭和５０年海上保安庁告示第５９号）によ

り、次のとおり経路が指定されている。（西航は省略） 

Ｂ線を横切ったのちＡ線を横切って航行しようとする総トン数５トン以

上の船舶（東航）は、 

(1) Ｃ線以南の海域を航行すること。ただし、大島大橋の橋脚付近の

海域においては、当該海域において他の船舶と行き会わないとき

は、この限りでない。 

(2) 大島大橋の第３橋脚と第４橋脚との間を経て航行すること。 

(3) 戒善寺礁北方の海域を経て航行すること。 

船長は、大畠瀬戸における経路の指定及び航行方法について知らなかっ

た。 

本船には、ＧＰＳが組み込まれたレーダーが設置されていたが、本事故

時、船長は、手動操舵についていたため、レーダーを見ていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、大畠瀬戸西方沖の本件灯浮標付近を東

進中、船長が、北方位標識である本件灯浮標を安

全水域標識と思い込み、また、本件灯浮標の南方

の水深が浅くなっているものの、本船が航行でき

ないほど浅くはないと思い込んでいたことから、

浅所の存在する本件灯浮標の南方を航行し、戒善

寺礁の離岩付近に乗り揚げたものと考えられる。 

 本船には、大畠瀬戸付近の海図として、小縮尺

の海図Ｗ１１０８が備え付けられていたが、本件

灯浮標付近の水深を確認するために必要な大縮尺

の海図が備え付けられていなかったものと考えら
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  れる。 

船舶の運航者は、灯台表などで方位標識の意味

するところを理解し、特に、戒善寺礁付近では、

乗揚事故が散発的に発生していることから、大畠

瀬戸西口に向けて東進する場合には、本件灯浮標

の北方を通過することにし、また、水深が浅くな

っている海域を航行するときには、大縮尺の海図

によって水深等の調査を十分に行うことが望まし

い。  

原因  本事故は、本船が、大畠瀬戸西方沖の本件灯浮標付近を東進中、船長

が、北方位標識である本件灯浮標を安全水域標識と思い込み、また、本件

灯浮標の南方の水深が浅くなっているものの、本船が航行できないほど浅

くはないと思い込んでいたため、浅所の存在する本件灯浮標の南方を航行

し、戒善寺礁の離岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

備考  船長は、本事故後、本船に、海図Ｗ１５２を含め、航行予定海域の大縮

尺の海図を備えた。 

 




